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条    例 

那覇市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例及び那覇市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例（ちゃーがんじゅう課） 

那覇市条例第58号  

平成30年11月19日  

                            公   布   済 

 

 

那覇市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例及び那覇市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例をここに公布する。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２９号   2018（平成30）年12月３日 

 1118 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２９号   2018（平成30）年12月３日 

 1119 

 

 

 

 

 

告    示 

 

市道路線の供用開始に関する告示（道路管理課） 

那覇市告示第 380 号  

平成 30年 11月 13日  

掲 示 済  

 

市道路線の供用開始に関する告示 

 

 

 道路法（昭和 27年法第 180号）第 18条の規定に基づき、本告示の日をもって市

道路線を次のように供用開始する。 

その関係図面は、告示の日から２週間、那覇市都市みらい部道路管理課において、

一般の縦覧に供する。 

 

 

                       那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１．供用開始する路線 

 

整理 

番号 
路   線   名 区       間 

延 長 

(m) 

幅 員 

(m) 
備 考 

1494 松尾23号 
松尾２丁目23番１       

～松尾２丁目46番３ 
206.6 

   3.9 

～19.5 
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平成 30 年（2018 年）11 月那覇市議会臨時会の招集について（総務課） 

那覇市告示第 386 号  

平成 30年 11月 16日  

掲 示 済  

 

 

平成 30年（2018年）11月那覇市議会臨時会の招集について 

 

 

平成 30年（2018年）11月那覇市議会臨時会を次のように招集する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 招 集 の 日   平成 30年 11月 27日（火） 

 

２ 招 集 の 場 所   那覇市議会議場 

 

３ 付 議 事 件 名 

（１）那覇市職員の給与に関する条例及び那覇市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例の一部を改正する条例制定について 

（２）工事請負契約について（小禄小学校及び幼稚園耐震改修工事） 

（３）工事請負契約について（石嶺小学校校舎改築工事（建築）） 

（４）工事請負契約について（石嶺小学校校舎改築工事（空調）） 

 

 

 

都市景観資源の指定について（都市計画課） 

那覇市告示第 388 号  

平成 30年 11月 20日  

掲 示 済  

 

 

都市景観資源の指定について 

 

 

那覇市都市景観条例第 25 条第１項の規定に基づき下記の物件を都市景観資源に

指定したので、同条第４項の規定に基づき告示する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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記 

指定 

No 名   称 所在地 所有者・管理者 

64 首里寒川町のヤージョーと石垣 
首里寒川町 

１丁目 
豊見城 盛隆 

65 ミーヌシンと樹木 字鏡水 533 
一般財団法人 

字鏡水郷友会 

66 山川自治公民館のガジュマル 
首里山川町 

１丁目 
山川町自治会 

67 玉那覇味噌醤油工場の石垣 
首里大中町 

１丁目 

有限会社 

玉那覇味噌醤油 

 

 ※番号については、前回からの連番となっています。 

 

 

 

平成 30 年（2018 年）12 月那覇市議会定例会の招集について（総務課） 

那覇市告示第 395 号  

平成 30年 11月 22日  

掲 示 済  

 

平成 30年（2018年）12月那覇市議会定例会の招集について 

 

 

平成 30年（2018年）12月那覇市議会定例会を次のように招集する。 

 

 

                     那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 招 集 の 日   平成 30年 12月３日（月） 

２ 招 集 の 場 所   那覇市議会議場 
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平成 30 年度上半期那覇市の財政（平成 30 年９月 30 日現在）（財政

課） 

那覇市告示第 407 号  

平成 30 年 12 月３日  

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 243条の３第１項及び地方公営企業法（昭

和 27年法律第 292号）第 40条の２第１項の規定により、平成 30年４月１日から平

成 30年９月 30日までの期間における財政状況及び公営企業の業務状況を次のとお

り公表する。 

 

 那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

 

平成 30年度上半期那覇市の財政(平成 30年９月 30日現在) 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の指定について（保護管理課） 

那覇市告示第 408 号  

平成 30 年 12 月３日  

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関

の指定について 

 

生活保護法（昭和25年法律第144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号）に基づく医療機関について、生活保護法第49条及び中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律第14条第４項の規定による指定医療機関として、次のとおり指定

した。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

名  称 開 設 者 
指定年月日 

所 在 地 

訪問看護ステーション 

ゆいゆい 
株式会社エヌホームナーシング 

平成 30年８月１日 

那覇市松川３－12－24 真栄里アパート 101号 

ゆずりは訪問看護 

ステーション 
医療法人 真成会 

平成 30年９月１日 

那覇市首里汀良町二丁目 31番地 

首里ハートクリニック 安里 尚彦 
平成 30年 10月１日 

首里石嶺町４丁目 238－２ メディカルいしみね２階 

ミルク薬局 天久店 株式会社 七福メディカル 
平成 30年９月１日 

那覇市天久１丁目７番５号 

ウェーブ薬局 株式会社ピュアファーマシー 
平成 30年９月１日 

那覇市赤嶺１丁目 12番地２ ニューウェーブビル１階 

あいあい薬局 株式会社ピュアファーマシー 
平成 30年９月１日 

那覇市高良３丁目６番 16号 

松城クリニック 医療法人 城南会 
平成 30年 10月１日 

那覇市字松川 442番地 

協同にじクリニック 沖縄医療生活協同組合 
平成 30年 11月 12日 

那覇市古波蔵４丁目 10番 10号 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の変更について（保護管理課） 

那覇市告示第 409 号  

平成 30 年 12 月３日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関

の変更について 

 

 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６

年法律第30号）に基づく医療機関について、生活保護法第50条の２及び中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律第14条第４項の規定による指定医療機関より、次のとおり変更

の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名   称 
変更年月日 

変更事項 変 更 後（ 変 更 前 ） 

友利産婦人科 

平成 30年 10月１日 
名称 

友利産婦人科 

（上原産婦人科） 

訪問看護ステーション 夢 

平成 30年９月１日 
所在地 

那覇市首里石嶺町２丁目 70番地 29 

ＪＫ石嶺ハイツ 101 

（那覇市首里当蔵町２丁目 16番地） 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の休止について（保護管理課） 

那覇市告示第 410 号  

平成 30 年 12 月３日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関

の休止について 

 

 

生活保護法（昭和25年法律第144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号）に基づく医療機関について生活保護法第50条の２及び中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律第14条第４項の規定による指定医療機関より、次のとおり休止

の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名   称 
休止年月日 

所 在 地 

めぐみクリニック 

平成 30年９月 25日 

那覇市前島３－21－18 スプレット・エム２階、３階 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の廃止について（保護管理課） 

那覇市告示第 411 号  

平成 30 年 12 月３日  

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関

の廃止について 

 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６

年法律第30号）に基づく医療機関について、生活保護法第50条の２及び中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律第14条第４項の規定による指定医療機関より、次のとおり廃止

の届出があった。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

名   称 開 設 者 
廃止年月日 

所 在 地 

かわひら歯科 川平 昌彦 
平成 30年９月 26日 

那覇市壺川１丁目３番 11号 沖縄時事出版ビル１階 

モアクリニック 知念 清 
平成 30年 10月20日 

那覇市辻２丁目 23番６号 

泉薬局 大城 桂子 
平成 30年 11月１日 

那覇市泉崎２丁目 17番３号 

めぐみクリニック 戸澤 好美 
平成 30年 10月31日 

那覇市前島３丁目 21番 18 スプレット・エム２階・３階 

医療法人 城南会 

松城クリニック 
医療法人 城南会 

平成 30年９月 30日 

那覇市松川３丁目 23番 37号 

外間眼科医院崇元寺 外間 英之 
平成 30年 11月１日 

那覇市泊１丁目 25番地１ ２階 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく施

術機関の指定について（保護管理課） 

那覇市告示第 412 号  

平成 30 年 12 月３日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく施術機関

の指定について 

 

 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６

年法律第30号）に基づく施術機関について、生活保護法第55条第１項及び中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律第14条第４項の規定による指定施術機関として、次のとおり

指定した。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

施 術 者 施術の種類 指定年月日 

施術所名称 施術所所在地 

西 知世 はり・きゅう 平成 30年 10月 12日 

琉球治療院 
 那覇市銘苅２丁目 11番 19号 

ｸﾞﾛｰｳﾞｨｰｻｲﾄ新都心 201 

木間塚 澄子 あん摩・マッサージ 平成 30年 10月 31日 

株式会社フレアス 
那覇市銘苅１丁目９番 28号  

２階 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく施

術機関の変更について（保護管理課） 

那覇市告示第 413 号  

平成 30 年 12 月３日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく施術機関

の変更について 

 

 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６

年法律第30号）に基づく施術機関について、生活保護法第55条において準用する第

49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第４項の規定による指定施術機関よ

り、次のとおり変更の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

施 術 者 氏 名（ 施 術 所 名 称 ） 

変更年月日 

変更事項 
変  更  後 

（ 変 更 前 ） 

長嶺 利恵子 

（ 訪問ﾏｯｻｰｼﾞ ＯＦＡ療養ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 沖縄支店 ） 

平成 30年 10月１日 
施術所の 

名称 

訪問ﾏｯｻｰｼﾞ ＯＦＡ療養ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 沖縄支店 

（在宅ﾏｯｻｰｼﾞ 九州療養ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 沖縄営業所） 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の休止について（保護管理課） 

那覇市告示第 414 号  

平成 30 年 12 月３日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護機関

の休止について 

 

 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６

年法律第30号）に基づく介護機関について、生活保護法第54条の２第４項において

準用する第50条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第４項の規定による

指定介護機関より、次のとおり休止の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名   称 

（休止する事業の種類） 休止年月日 

 所 在 地 

医療法人陽心会 大道中央病院 

（通所リハビリテーション、 

介護予防通所リハビリテーション） 平成30年８月１日 

那覇市安里１丁目１番地 37 

医療法人陽心会 メディカルプラザ大道中央 

（訪問看護、介護予防訪問看護） 
平成30年６月１日 

那覇市字大道 123番地 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の変更について（保護管理課） 

那覇市告示第 415 号  

平成 30 年 12 月３日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護機関

の変更について 

 

生活保護法（昭和25年法律第144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号）に基づく介護機関について、生活保護法第54条の２第４項におい

て準用する第50条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第４項の規定によ

る指定介護機関より、次のとおり変更の届出があった。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名   称 

変更年月日 
変更事項 

変  更  後 

( 変 更 前 ) 

デイサービスセンター 夢 

平成 30年９月１日 
所在地 

那覇市首里石嶺町２丁目 70番地 29 

ＪＫ石嶺ハイツ 101 

（那覇市首里当蔵町２丁目 16番地） 

居宅介護支援事業所 夢 

平成 30年９月１日 
所在地 

那覇市首里石嶺町２丁目 70番地 29 

ＪＫ石嶺ハイツ 101 

（那覇市首里当蔵町２丁目 16番地） 

訪問看護ステーション 夢 

平成 30年９月１日 
所在地 

那覇市首里石嶺町２丁目 70番地 29 

ＪＫ石嶺ハイツ 101 

（那覇市首里当蔵町２丁目 16番地） 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の廃止について（保護管理課） 

那覇市告示第 416 号  

平成 30 年 12 月３日  

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護機関

の廃止について 

 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６

年法律第30号）に基づく介護機関について、生活保護法第54条の２第４項において

準用する第50条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第４項の規定による

指定介護機関より、次のとおり廃止の届出があった。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

名   称 

（廃止する事業の種類） 廃止年月日 

所 在 地 

デイサービス石嶺（通所介護、通所型サービス 独自 ） 
平成 30年６月 30日 

那覇市首里石嶺町三丁目 335番地１ 

訪問介護すずらん（訪問介護、訪問型サービス 独自 ） 
平成 30年６月 30日 

那覇市首里石嶺町三丁目 335番地１ 

医療法人陽心会 デイサービスセンター安里 

（介護予防通所介護、通所介護） 
平成 30年８月 31日 

那覇市安里 388番５ 

医療法人城南会松城クリニック 

（訪問看護、介護予防訪問看護、 

居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導） 平成 30年９月 30日 

那覇市松川３丁目 23番 37号 

通所リハビリテーション 松城クリニック 

（通所リハビリテーション、 

介護予防通所リハビリテーション） 平成 30年９月 30日 

那覇市松川３丁目 23番 37号 
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公    告 

 

制限付一般競争入札（事後審査型）の実施について（公園管理課） 

那覇市公告第 431 号  

平成 30年 11月 14日  

掲 示 済  

 

制限付一般競争入札（事後審査型）の実施について  

 

 

地方自治法第 234条第１項の規定に基づき、制限付一般競争入札を実施するので、

地方自治法施行令第 167条の６及び那覇市契約規則第４条の規定に基づき、次のと

おり公告する。 

 

 

                     那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 入札に付する事項 

(１) 業 務 名 平成 30年度漫湖公園樹木剪定業務 

(２) 契約番号 － 

(３) 業    種 造園工事業 

(４) 場    所 那覇市古波蔵３丁目（漫湖公園地内） 

(５) 履行期間 着手の日から     平成 31年３月 15日まで 

(６) 落札方式 価格競争落札方式 

(７) 概    要  

 ① 目的 亜熱帯庭園都市である那覇市内都市公園の植栽剪定を行

い、那覇市の観光都市としての美観形成に寄与することを

目的とする。 

 ② 規模等 － 

 ③ 構造形式 － 

 ④ 工種 － 

 ⑤ 主要資材 － 

(８) 予定価格 23,120,000円（消費税抜き） 

(９) 最低制限価格 予定価格の７/10以上で設定し、開札後公表。 

※ 詳しくは、「建設工事における最低制限価格の見直しに

ついて」を参照。 
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２ 入札参加資格要件   

※入札公告日から開札日までの間、次に定める資格を全て満たすこと。 

(１) 地方自治法施行令第 167条の４の規定に該当しない者であること。 

(２) 那覇市建設工事指名業者選定委員会要綱第 14条に規定する指名停止の措

置を受けていない者であること。 

(３) 開札日において造園の有効な経営規模等評価結果通知書（経営事項審査）

を受けているものであること。 

(４) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更生手続開

始の申立て、又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に

基づく再生手続開始の申立てをしていない者であること。（会社更生法の

規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手

続開始の申立てをしている者であっても、当該手続開始の決定後、経営事

項審査を受け本市に競争入札参加資格審査願を再度提出し、審査を経て有

資格者として認定され資格者名簿に登録された者で、更生計画認可が決定

された者又は再生計画認可の決定が確定された者を除く。） 

(５) 経営状況が著しく不健全であると市長が認める者に該当しない者であるこ

と。 

（公告日の３か月前から開札日までの間に不渡り等を生じていない者であ

ること。(４)に該当するものを除く。） 

(６) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等及びこれに

準じるものとして公共工事からの排除の要請があり、当該状態が継続して

いるなど請負者として不適当であると市長が認める者に該当しない者であ

ること。（下請業者も同様とする。） 

(７) 那覇市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規程第６条に規定する

資格者名簿に造園工事業者として登録されている者であること。 

(８) 開札日を基準日とし過去１年間に、那覇市工事成績評定要領第８に規定す

る工事成績評定通知で、造園工事の評定点が 60点未満でない者であるこ

と。 

※上記期間中に工事成績評定を受けていない者は、(８)の入札参加資格を

満たしているものとする。 

(９) 平成 29・30年度の造園の格付が、B等級（ランク）の者であること。 

※業者格付については、「審査合格通知書」、那覇市ホームページの「平成

29・30年度登録業者一覧」でご確認ください。 

(10) ①現場代理人は、作業時において現場に常時配置できること。 

②主任技術者は、次のいずれかの資格を有するものを開札日において配置

できること。 

  ・１級造園施工管理技士   ・２級造園施工管理技士 

③現場代理人は、主任技術者（監理技術者）を兼ねることができる。 

④現場代理人及び主任技術者（監理技術者）は、請負者と直接的かつ恒常

的な雇用関係があること。恒常的な雇用関係とは、開札日以前に３か月以

上の継続した雇用関係にあることをいう。 

(11) 開札日において造園工事業の有効な建設業許可を受けている者であるこ

と。 

(12) 那覇市に本店が有る者であること。 
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３ 落札制限   

※次の各項目のうち一つでも該当すれば、落札することができません。 

(１) 開札日前 30日以内に、那覇市公園管理課で執行する業務委託を落札した場

合は、本案件を落札することはできない。 

(２) 複数の案件で落札候補者等になった場合には、落札件数は１件のみとし、

先に開札された案件が優先して落札される（落札案件を選ぶことはできな

い。）。 

(３) 那覇市公園管理課以外を通して行う業務委託等について、本案件は落札制

限を受けない。 

(４) 那覇市公園管理課発注の手持ち業務委託がある場合は、開札日に出来高が

50％以上でなければ、本案件を落札することはできない。 

(５) 那覇市公園管理課を通して行う随意契約の方法により契約を締結したもの

について、本案件は落札制限を受けない。 

(６) 他市町村から那覇市に本店を移転した者は、開札日において、移転日以後

６か月を経過していないときは、この案件を落札することはできない。 

(７) 新規に業者登録した者は、開札日において、登録日以後６か月を経過して

いないときは、この案件を落札することはできない。 

 

４ 一般競争入札参加資格審査申請書の提出 

 本競争の参加希望者は、一般競争入札参加資格審査申請書（以下、「資格審査申

請書」という。）を持参により提出しなければならない。 

 なお、提出期間に資格審査申請書（第１号様式）を提出しない者は、本競争に

参加することができない。 

提出期間及び方法 提出期間： 平成 30年 11月 16日（金）９時～ 

平成 30年 11月 28日（木）17時 

提出方法： 那覇市役所９階の公園管理課まで持参すること。 

 

５ 質問、回答 

質問期間及び方法 質問期間： 平成 30年 11月 16日（金）10時～ 

平成 30年 11月 22日（木）17時 

質問方法： 「質問書」を FAXで提出すること。 

（質問がない場合は不要） 

●提出先： 公園管理課 金城 雅友  FAX： 951-3206 

回答期限及び方法 回答期限： 平成 30年 11月 27日（火）17時 

回答方法： 那覇市公園管理課ホームページに掲載する。 

 

６ 入札、開札、落札 

入札日時及び方法 入札日時： 平成 30年 11月 30日（金）13時 

入札方法： 紙（入札書）による入札 

開札日時 入札終了後、即時おこなう。 

入札・開札場所 那覇市市役所本庁 ８階 801会議室 

落札の保留 開札後に入札参加資格審査を行うため、落札を保留とする。 
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７ 資格審査書類（落札候補者のみ提出） 

提出期限 平成 30年 12月５日（水）12時 

提出方法 公園管理課まで持参すること。 

 (１) 資格審査書類（第５号様式） 

 (２) 誓約書（別記様式１） 

提出書類 (３) 最新の経営規模等評価結果通知書（経営事項審査）の写し 

 (４) 建設業許可証明書又は建設業の許可について（通知）の写し 

 (５) 配置予定技術者 

 

８ 入札参加資格要件の事後審査及び落札者の決定 

開札後、資格審査書類の事後審査により、落札者を決定する。 

落札者決定予定日  平成 30年 12月７日（金）頃 

※心得 第９、10、11、12条参照。 

 

９ 入札保証金、契約保証金、支払条件に関する事項 

入札保証金 免除する。 

契約保証金 免除する。 

前払金 適用する。 

部分払 適用しない。 

 

10 契約書兼同意書の提出に関する事項 

 那覇市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱を平成 24年４月１日に施工し

たことに伴い、下請負契約を締結する全ての下請負業者は、当該下請負契約を直

接に発注した相手方に、自身（自社）は暴力団員又は暴力団密接関係者ではない

旨の「誓約書兼同意書」の提出が必要となるので、落札者は本案件に関し、下請

負契約を締結する際には当該「誓約書兼同意書」を必ず提出させなければならな

い。また、当該１次下請負業者以下の全ての下請負業者にも同様の対応をするよ

う指導をしなければならない。 

 ※全ての下請負業者には、一人親方、日雇労働者を含む。 

 ※落札者は、契約締結前までに、「契約書兼同意書」（元請用）を公園管理課へ

提出しなければならない。 

 

11 その他 

 提出された関係書類は返却しない。 

 台風等により路線バスの運行が停止となった場合、開札の２時間前までにバス

の運行が開始されなければ、開札等は延期となる。延期後の日時は、那覇市公園

管理課ホームページで掲載する。 

 

12 問合せ先 

  この公告・入札・開札・契約・設計図書の内容に関すること 

   那覇市役所 都市みらい部 公園管理課 担当者：金城 雅友 

        TEL： 951-3239     FAX： 951-3206 
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制限付一般競争入札（事後審査型）の実施について（公園管理課） 

那覇市公告第 432 号  

平成 30年 11月 15日  

掲 示 済  

 

 

制限付一般競争入札（事後審査型）の実施について 

 

 

 地方自治法第 234条第１項の規定に基づき、制限付一般競争入札を実施するので、

地方自治法施行令第 167条の６及び那覇市契約規則第４条の規定に基づき、次のと

おり公告する。 

 

 

                     那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 入札に付する事項 

(１) 業 務 名 平成 30年度リュウキュウマツ害虫対策樹幹注入業務委託 

(２) 契約番号 － 

(３) 業    種 造園工事業 

(４) 場    所 那覇市内都市公園 

(５) 履行期間 着手の日から     平成 31年３月 25日まで 

(６) 落札方式 価格競争落札方式 

(７) 概    要  

 ① 目的 観光立県沖縄における観光振興の観点から、県木であるリュ

ウキュウマツを害虫から守るため、予防対策として薬剤の樹

幹注入を行う。 

 ② 規模等 － 

 ③ 構造形式 － 

 ④ 工種 － 

 ⑤ 主要資材 － 

(８) 予定価格 2,740,000円（消費税抜き） 

(９) 最低制限価格 予定価格の７/10以上で設定し、開札後公表。 

※ 詳しくは、「建設工事における最低制限価格の見直しに

ついて」を参照。 
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2 入札参加資格要件   

※入札公告日から開札日までの間、次に定める資格を全て満たすこと。 

(１) 地方自治法施行令第 167条の４の規定に該当しない者であること。 

(２) 那覇市建設工事指名業者選定委員会要綱第 14条に規定する指名停止の措

置を受けていない者であること。 

(３) 開札日において造園の有効な経営規模等評価結果通知書（経営事項審査）

を受けているものであること。 

(４) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更生手続開

始の申立て、又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に

基づく再生手続開始の申立てをしていない者であること。（会社更生法の

規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手

続開始の申立てをしている者であっても、当該手続開始の決定後、経営事

項審査を受け本市に競争入札参加資格審査願を再度提出し、審査を経て有

資格者として認定され資格者名簿に登録された者で、更生計画認可が決定

された者又は再生計画認可の決定が確定された者を除く。） 

(５) 経営状況が著しく不健全であると市長が認める者に該当しない者であるこ

と。 

（公告日の３か月前から開札日までの間に不渡り等を生じていない者であ

ること。(４)に該当するものを除く。） 

(６) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等及びこれに

準じるものとして公共工事からの排除の要請があり、当該状態が継続して

いるなど請負者として不適当であると市長が認める者に該当しない者であ

ること。（下請業者も同様とする。） 

(７) 那覇市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規程第６条に規定する

資格者名簿に造園工事業者として登録されている者であること。 

(８) 開札日を基準日とし過去１年間に、那覇市工事成績評定要領第８に規定す

る工事成績評定通知で、造園工事の評定点が 60点未満でない者であるこ

と。 

※上記期間中に工事成績評定を受けていない者は、(８)の入札参加資格を

満たしているものとする。 

(９) 平成 29・30年度の造園の格付が、C等級（ランク）の者であること。 

※業者格付については、「審査合格通知書」、那覇市ホームページの「平成

29・30年度登録業者一覧」でご確認ください。 

(10) ①現場代理人は、作業時において現場に常時配置できること。 

②主任技術者は、次のいずれかの資格を有するものを開札日において配置

できること。 

   ・１級造園施工管理技士   ・２級造園施工管理技士 

③現場代理人は、主任技術者（監理技術者）を兼ねることができる。 

④現場代理人及び主任技術者（監理技術者）は、請負者と直接的かつ恒常

的な雇用関係があること。恒常的な雇用関係とは、開札日以前に３か月以

上の継続した雇用関係にあることをいう。 

(11) 開札日において造園工事業の有効な建設業許可を受けている者であるこ

と。 

(12) 那覇市に本店が有る者であること。 
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３ 落札制限   

※次の各項目のうち一つでも該当すれば、落札することができません。 

(１) 開札日前 30日以内に、那覇市公園管理課で執行する業務委託を落札した場

合は、本案件を落札することはできない。 

(２) 複数の案件で落札候補者等になった場合には、落札件数は１件のみとし、

先に開札された案件が優先して落札される（落札案件を選ぶことはできな

い。）。 

(３) 那覇市公園管理課以外を通して行う業務委託等について、本案件は落札制

限を受けない。 

(４) 那覇市公園管理課発注の手持ち業務委託がある場合は、開札日に出来高が

50％以上でなければ、本案件を落札することはできない。 

(５) 那覇市公園管理課を通して行う随意契約の方法により契約を締結したもの

について、本案件は落札制限を受けない。 

(６) 他市町村から那覇市に本店を移転した者は、開札日において、移転日以後

６か月を経過していないときは、この案件を落札することはできない。 

(７) 新規に業者登録した者は、開札日において、登録日以後６か月を経過して

いないときは、この案件を落札することはできない。 

 

４ 一般競争入札参加資格審査申請書の提出 

 本競争の参加希望者は、一般競争入札参加資格審査申請書（以下、「資格審査申

請書」という。）を持参により提出しなければならない。 

 なお、提出期間に資格審査申請書（第１号様式）を提出しない者は、本競争に

参加することができない。 

提出期間及び方法 提出期間： 平成 30年 11月 16日（金）９時～ 

平成 30年 11月 28日（木）17時 

提出方法： 那覇市役所９階の公園管理課まで持参すること。 

 

５ 質問、回答 

質問期間及び方法 質問期間： 平成 30年 11月 16日（金）10時～ 

平成 30年 11月 22日（木）17時 

質問方法： 「質問書」を FAXで提出すること。 

（質問がない場合は不要） 

●提出先： 公園管理課 金城 雅友  FAX： 951-3206 

回答期限及び方法 回答期限： 平成 30年 11月 27日（火）17時 

回答方法： 那覇市公園管理課ホームページに掲載する。 

 

６ 入札、開札、落札 

入札日時及び方法 入札日時： 平成 30年 11月 30日（金）15時 

入札方法： 紙（入札書）による入札 

開札日時 入札終了後、即時おこなう。 

入札・開札場所 那覇市市役所本庁 ８階 801会議室 

落札の保留 開札後に入札参加資格審査を行うため、落札を保留とする。 
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７ 資格審査書類（落札候補者のみ提出） 

提出期限 平成 30年 12月５日（水）12時 

提出方法 公園管理課まで持参すること。 

 (１) 資格審査書類（第５号様式） 

 (２) 誓約書（別記様式１） 

提出書類 (３) 最新の経営規模等評価結果通知書（経営事項審査）の写し 

 (４) 建設業許可証明書又は建設業の許可について（通知）の写し 

 (５) 配置予定技術者 

 

８ 入札参加資格要件の事後審査及び落札者の決定 

開札後、資格審査書類の事後審査により、落札者を決定する。 

落札者決定予定日  平成 30年 12月７日（金）頃 

※心得 第９、10、11、12条参照。 

 

９ 入札保証金、契約保証金、支払条件に関する事項 

入札保証金 免除する。 

契約保証金 免除する。 

前払金 適用する。 

部分払 適用しない。 

 

10 契約書兼同意書の提出に関する事項 

 那覇市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱を平成 24年４月１日に施工し

たことに伴い、下請負契約を締結する全ての下請負業者は、当該下請負契約を直

接に発注した相手方に、自身（自社）は暴力団員又は暴力団密接関係者ではない

旨の「誓約書兼同意書」の提出が必要となるので、落札者は本案件に関し、下請

負契約を締結する際には当該「誓約書兼同意書」を必ず提出させなければならな

い。また、当該１次下請負業者以下の全ての下請負業者にも同様の対応をするよ

う指導をしなければならない。 

 ※全ての下請負業者には、一人親方、日雇労働者を含む。 

 ※落札者は、契約締結前までに、「契約書兼同意書」（元請用）を公園管理課へ

提出しなければならない。 

 

11 その他 

 提出された関係書類は返却しない。 

 台風等により路線バスの運行が停止となった場合、開札の２時間前までにバス

の運行が開始されなければ、開札等は延期となる。延期後の日時は、那覇市公園

管理課ホームページで掲載する。 

 

12 問合せ先 

 この公告・入札・開札・契約・設計図書の内容に関すること 

   那覇市役所 都市みらい部 公園管理課  担当者：金城 雅友 

       TEL： 951-3239     FAX： 951-3206 
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個人情報業務届出書の公表について（市民生活安全課） 

那覇市公告第 436 号  

平成 30年 11月 20日  

掲 示 済  

 

 

個人情報業務届出書の公表について 

 

 

那覇市個人情報保護条例第７条第５項及び同施行規則第２条第２項の規定に基づ

き、個人情報業務届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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都市計画の案に関する公聴会の開催について（都市計画課） 

那覇市公告第 454 号  

平成 30 年 12 月３日  

 

都市計画の案に関する公聴会の開催について 

 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第16条第１項の規定により、都市計画の案に

関する公聴会を開催するので、那覇市都市計画公聴会要綱第２条の規定により、次

のとおり公告し、当該都市計画の原案を公衆の縦覧に供する。 

なお、本市に住所を有する者、当該都市計画について利害関係を有する者等は、

同要綱第４条の規定により、公述を申し出ることができる。 

 

那覇市                    

                 上記代表者 那覇市長  城間 幹子     

 

１ 都市計画の原案の内容 

那覇広域都市計画用途地域の変更原案 

（城東城北線沿道地区及び石嶺駅周辺地区） 

 

２ 都市計画の原案に係る土地の区域 

那覇市首里石嶺町１丁目、２丁目、３丁目地内 

 

３ 公聴会の開催の日時及び場所 

   開催日時：平成30年12月27日（木）午後７時 

   開催場所：那覇市役所10階 1001会議室（那覇市泉崎１丁目１番１号） 

 

４ 公述申出書の提出期間及び提出先 

   提出期間：平成30年12月３日（月）から平成30年12月20日（木）まで。 

ただし、土・日曜日を除く。 

   提出時間：午前８時 30分から午後５時 15分まで。 

ただし、正午から午後１時を除く。 

   提 出 先：那覇市都市みらい部都市計画課（那覇市役所９階） 

 

５ 都市計画の原案の縦覧場所、縦覧期間及び縦覧時間 

   縦覧場所：那覇市都市みらい部都市計画課（那覇市役所９階） 

   縦覧期間：平成30年12月３日（月）から平成30年12月17日（月）まで。 

ただし、土・日曜日を除く。 

   縦覧時間：午前８時30分から午後５時15分まで。 

ただし、正午から午後１時までを除く。 

 

６ その他公聴会の開催に関し必要な事項 

   公述の申出がないときは、公聴会の開催を中止する。 
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上下水道局告示 

 

那覇市排水設備指定工事店の新規指定について 

那覇市上下水道局告示第 33 号  

平 成 3 0 年 1 1 月 ２ 日  

掲 示 済  

 

那覇市排水設備指定工事店の新規指定について 

 

那覇市排水設備指定工事店規程第10条第１号に基づき、次のとおり新規があるの

で告示する。 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  兼次  俊正  

 

 

指定（登録）番号  第 509号 

      指定工事店名    エンジニアＮＡＴＳＵ 

      営業所所在地    沖縄県那覇市銘苅１丁目２番１号 

                ハビテーションマルカ 705 

代表者氏名     比嘉 秀国 

有効期間      自 平成 30年 11月２日 

                至 平成 35年３月 31日 

 

 

 

上下水道局公告 

平成 31・32 年度那覇市上下水道局入札参加資格取得申請の受付につ

いて 

那覇市上下水道局公告第 76 号  

平 成 3 0 年 1 1 月 1 6 日  

掲 示 済  

 

平成 31・32年度那覇市上下水道局入札参加資格取得申請の受付について 

 

平成 31・32 年度那覇市上下水道局入札参加資格取得申請の受付を次のとおり行

います。 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  兼次  俊正  
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１ 対象業種 

(１)水道施設工事 

(２)水道材料購入 

(３)漏水調査業務 

なお、(１) ～ (３)の対象業種に係る要件の詳細及び入札参加資格につい

ては、平成 31・32 年度那覇市上下水道局入札参加資格取得申請要領に定め

る。 

 

２ 受付期間 

(１) 県内に本店を有する事業者 平成 30年 12月３日（月）～21日（金） 

(２) 県外に本店を有する事業者 平成 31年１月９日（水）～22日（火） 

  午前９時～午前 11時 30分、午後１時～午後４時 30分 

  （ただし土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

 

３ 受付場所 

  那覇市上下水道局 総務課 契約検査室（局庁舎Ａ棟３階） 

  ※受付は全て持参の上、面談審査になります。 

  （郵送による受付は、いたしません。） 

 

４ 申請書類等 

  平成 31・32年度那覇市上下水道局入札参加資格取得申請要領による。 

※申請書及び申請要領は、那覇市上下水道局ホームページからダウンロード

してください。 

ＵＳＢメモリを用いたデータ提出があります。 

 

５ 問い合わせ先 

  那覇市上下水道局 総務課 契約検査室  電話番号 098－941－7809 
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